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研究倫理の重要性と脆弱な対象者への配慮 

研究は新しい知見を生み出し、社会の課題を理解するうえで欠

かせない活動です。しかし、その研究は多くの場合、人々の協

力によって成り立っています。とりわけ、高齢者や障害のある

人、社会的に不利な状況に置かれている人など、いわゆる「脆

弱性の高い対象者」が参加する研究では、研究者により丁寧な

倫理的配慮が求められます。研究の成果を追求するだけでな

く、参加者一人ひとりの尊厳や安全を守ることが重要だからで

す。 

 

インフォームド・コンセントの原則 

研究に参加するかどうかを決める際の基本原則として、「インフォームド・コンセント」

があります。これは、研究の目的や方法、参加によって生じる可能性のある負担や利益に

ついて、研究者が事前に十分説明し、参加者がそれを理解したうえで、自らの意思で参加

を決定するという考え方です。研究者には、専門用語をできるだけ避け、わかりやすい言

葉で説明することが求められます。また、参加を断っても不利益が生じないことや、研究

の途中でも自由に参加をやめることができることを明確に伝える必要があります。 

 

オンライン研究の拡大と新たな課題 

近年では、インターネットを活用したオンライン調査やオンラインインタビューが広く行

われるようになりました。自宅から参加できるこうした方法は、移動が難しい人や遠方に

住む人にとって、研究に参加しやすい環境を生み出しています。その一方で、オンライン

環境ならではの新たな課題もあります。特に、通信記録やデジタルデータを通じて個人が

特定される可能性には、十分な注意が必要です。 

 

個人情報保護とデータ管理の責任 

オンライン調査では、通信ログや IP アドレス、音声・映像の記録など、さまざまなデータ

が残ることがあります。これらが適切に管理されなければ、参加者の身元が推測されるお

それがあります。そのため、研究者はデータの取り扱いに細心の注意を払わなければなり

ません。たとえば、データの送受信には暗号化された通信を利用し、外部からの不正アク

セスを防ぐことが重要です。また、収集したデータは匿名化し、氏名や住所など個人を直

接特定できる情報を削除するなどの措置を講じる必要があります。さらに、インタビュー

内容を論文や報告書で紹介する際にも、個人が特定される可能性のある表現を編集するな

どの配慮が求められます。 
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研究者と参加者の信頼関係

研究者と参加者との信頼関係も重要な要素です。研究の目的だけでなく、収集したデータ

をどのように保管し、誰が利用し、研究終了後にどのように扱うのかまで丁寧に説明する

ことで、参加者は安心して研究に協力することができます。また、答えたくない質問には

答えなくてもよいことや、いつでも研究を辞退できることを伝えることも、参加者の安心

感につながります。

高齢者への倫理的配慮

高齢者が研究に参加する場合には、さらに慎重な配慮が必要です。加齢に伴う認知機能の

低下や身体的負担を考慮し、説明をゆっくりと、わかりやすい言葉で行い、理解の程度を

丁寧に確認することが重要です。また、長時間の調査や複雑な手続きは負担となる可能性

があるため、体調や疲労に配慮した柔軟な対応が求められます。

精神障害のある対象者への配慮

精神障害のある対象者に対しては、症状の変動や意思決定能力の状態を踏まえ、本人の意

思を尊重しながら、無理のない参加環境を整えることが必要です。必要に応じて家族や支

援者の同意や同席を得ることも有効ですが、その場合でも本人の自律性を損なわないよう、

慎重な配慮が欠かせません。いずれの場合も、参加を断る自由や途中で辞退できる権利を

明確に伝え、安心して参加・離脱できる環境を整えることが重要です。

研究倫理の本質と今後の課題

研究倫理という言葉は、時に難しく感じられるかもしれません。しかし、その本質は、研

究に関わるすべての人の尊厳を大切にするという、きわめて基本的で重要な考え方にあり

ます。特に脆弱性の高い対象者を含む研究では、研究成果だけでなく、参加者が安心して

関われる環境づくりそのものに大きな意味があります。

倫理的配慮と研究の信頼性

オンラインでの研究が広がる今、研究者にはこれまで以上に丁寧な配慮が求められていま

す。参加者の信頼を大切にしながら研究を進めることは、結果として研究そのものの信頼

性と価値を高めることにもつながります。これからも研究者には、社会の信頼に応える倫

理的な姿勢を持ち続けながら、研究活動を進めていくことが期待されます。
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